
第4章　安全・安心の確保と柔軟で多様な社会の実

彪務成長の果実を有効に居眉し、〟紗層やかで豊かな仔本を会ノを彪二大珍

顔の中磯もていぐ。そのため、忍会尻囁紛総合′椀緒　序チヤレン淵

彪好・革労で醇クまとめた紆余舟を少子1監在家　さらにば虜人や也好の登瘡における

タスクへの雅と豊かな登題：仁ノ布けた環痘鰍どの彪夢を据置するとと邑仁、Pβ

CAサイクルを厳存仁美窟L、安全・射せ「屏親好にすると何時に、一寿財で多摩唐

衣会を奏夢するよう顔を産める。

1．社会保障制度の総合的改革

（社会保障の一体的見直し）

少子高齢化が進展する中で、将来にわたり持続可能な社会保障制度を構築するた

めには、給付と負担両面から見直しを図るとともに、経済・財政とバランスのと

れたものとすることが必要である。このため、「社会保障の在り方に関する懇談

会」の取りまとめ30も踏まえ、個々の制度やその一部のみならず、税・財政なども

視野に入れて、自助・共助・公助や税・保険料の役割分担、世代間・世代内の公

平性等に留意しつつ、社会保障制度全体を捉えた一体的見直しを推進する。

社会保障の給付については、これまでの制度改革の効果を検証しつつ、中長期的

な展望に立って、改革努力を継続し、国民が負担可能な範囲となるよう不断の見

直しを行う。また、社会保障のための安定的な財源を確保し、将来世代への負担

の先送りをやめる。

社会保障分野のIT化については、「IT新改草戦略」により設定された目標の達

成に向け、PDCAサイクルを着実に実施する。

社会保障番号の導入など社会保障給付の重複調整という視点からの改革などにつ

いても検討を行う。また、社会保障個人会計（仮称）について、個々人に対する給

付と負担についての情報提供を通じ、制度を国民にとって分かりやすいものとす

る観点から、検討を行う。

（医療）

医療制度改革の着実な実施に努め、小児科・産科等の診療科や地域における医師

の確保・偏在への対応、夜間・救急医療体制の整備、看護職員の確保やその養成

の在り方の検討等医療提供体制の整備を進める。また、地域医療を担う関係者の

協力を得つつ、生活習慣痛対策、長期入院の是正等、実効性のある医療費適正化

方策を国、都道府県及び保険者が共同して計画的に推進する。

測「今後の社会保障の在り方について」（平成18年5月26日）
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医療サービスの標準化、レセプト完全オンライン化等総合的なIT化の推進、患

者特性に応じた包括化・定額払いの拡大等新たな診療報酬体系の開発、保険者機

能の強化、終末期医療の在り方の栓討など、医療サービスの質の向上と効率化を

推進する。

「健康フロンティア戦略」やライフサイエンス研究の一層の推進を図る。「がん対

策基本法」31に基づき、がん対策推進基本計画を作成し、がんの予防と早期発見、

緩和ケアの推進、専門医等の育成、医療の均てん化、研究等を推進する。また、

医薬品・医療機器の承認審査の迅速化、市販後安全対策の充実、後発医薬品市場

の育成を図る。

（年金）

基礎年金国庫負担割合については、年金制度の長期的な給付と負担の均衡を確保

しつつ、「平成16年改正法」32に基づき、所要の安定的な財源を確保する税制の抜

本的な改革を行った上で、2009年度までに2分の1に引き上げるものとする。ま

た、被用者年金制度の一元化については、「被用者年金制度の一元化等に関する基

本方針」33に基づき、推進する。

（介護その他）

介護保険制度改革を円滑に実施する観点から、介護予防の推進、療養病床の転換

支援を含む地域ケア体制の整備、総合的な認知症対策の確立等を図る。

診断・療育手法の確立や地域支援体制の整備など発達障害児・者に対する専門的

な支援を推進する。

（社会保険庁改革）

年金制度等の運営主体や事業実施に対する国民の信頼を確保する観点から、社会

保険庁の徹底した改革を断行し、内部統制の強化、制度の適用の厳格化、保険料

収納対策の強化など、法令に基づく適切な事業執行体制を確立するとともに、事

業運営の一層の効率化を図る。

2．再チャレンジ支援

国民一人一人がその能力や持ち味を十分発揮し、努力が報われる公正な社会を実現

していくため、「勝ち組、負け組」を固定させない、人生の各段階で多様な選択肢が用

31「がん対策基本法」（平成18年法律第98号）
詑「国民年金法等の一部を改正する法律」（平成16年法律第104号）
お「被用者年金制度の一元化等に関する基本方針」（平成18年4月28日間議決定）
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意されている仕組みを構築すべく、以下をはじめとする、「再チャレンジ可能な仕組み

の構築」34に盛り込まれた施策を推進する。あわせて、「人財立国」に向けた取組を進

める。

（1）人生の複線化による柔軟で多様な社会の仕組みの構築

（働き方の複線化）

新卒者以外に広く門戸を拡げる複線型採用の導入や採用年齢の引上げについての

法的整備等の取組、30～40歳程度のフリーター等にも国家公務員への就職機会を

提供する仕組みの構築等により、新卒一括採用システムの見直しを進める。

有期労働契約を巡るルールの明確化、パート労働者への社会保険の適用拡大や均

衡処遇の推進等の問題に対処するための法的整備等や均衡ある能力開発等の取組

を進め、正規・非正規労働者間の均衡処遇を目指す。

（学び方の複線化）

大学等における実践的な教育コースの開設等の支援、再就職等に資する学習機会

を提供する仕組みの構築等、社会人の学び直しを可能とする取組を進める。

（暮らし方の複線化）

団塊世代・若者等の農林漁業への就業支援、人材誘致・移住促進等の地域におけ

る人材の受入れ体制の整備等、U・Iターンを支援する。

地域再生・構造改革特区による府省連携の施策群の策定、住民、企業等が行政と

協働するための場の設置等、地域の創意・工夫による取組を支援する。

（2）個別の事情に応じた再チャレンジ支援

（努力する意欲はあるが、困難な状況に直面している人の再チャレンジ支援）

経営者の資質や事業の見込み等に基づく政府系金融機関の融資等の枠組みの創設、

政府系金融機関による融資における第三者保証人の非徴求の徹底・拡大等、新設

の再チャレンジプランナーの相談・助言等により、事業に失敗した人、リストラ

等で退職した人を支援する。

各府省による障害者の受入実習事業の実施、発達障害者の就労支援、自立支援の

ためのネットワーク構築等、障害者や病気等になった人を政府一体で支援する。

貸金業制度等の在り方についての必要な施策実現に向けた対応を行う等、多重債

務の防止・救済に取り組む。また、違法な経済取引の被害者救済のため、被害財

洪「再チャレンジ可能な仕組みの構築（中間取りまとめ）」（平成18年5月30日）
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産の返還による損害回復等の枠組みを検討し、平成19年末を目途に結論を得る。

刑務所等の施設退所者等の自立更生を促進するため、センター機能を有する就労

支援体制を設け、よりマッチング度の高い就労斡旋等を行う。

（新たなチャレンジを目指す若者、女性、高齢者等の支援）

「年長フリーター」等に対するキャリアコンサルティングの実施、能力や業界の

求める条件に即した訓練コースの開発実施等、若者を支援する。

放課後や週末等における地域の中での学習機会の提供、母子家庭の養育費確保の

取組、施設等の子どもの就職時の不利を防ぐ仕組みの整備等、子どもを支援する。

「女性の再チャレンジ支援プラン」35を推進・強化し、身近な場や家庭での学習支

援等、女性を支援する。

退職教員、研究者、海外勤務経験者等の小学校等への配置・派遣等、介護や育児

等の分野の簡易資格制度（サポーター）の創設等、高齢者・団塊世代を支援する。

3．総合的な少子化対策の推進

昨年、我が国では、総人口が減少に転ずる人口減少社会が到来し、出生数は106万

人、合計特殊出生率も1．25と過去最低を記録した。急速な人口減少は、経済産業や社

会保障の問題にとどまらず、国や社会の存立基盤にかかわる問題である。出生率の低

下傾向の反転に向け、少子化の背景にある社会意識を問い直し、生命を次代に伝えは

ぐくむことや家族の重要性の再認識を促し、また、若い世代の不安感の原因に総合的

に対応するため、「新しい少子化対策について」36に基づき、少子化対策の抜本的な

拡充、強化、転換を図ることが必要である。

具体的には、次の施策を推進する。

（1）次の考え方を踏まえ、「子ども・子育て応援プラン」37の着実な推進にあわせ、

妊娠・出産から高校・大学生時まで子どもの成長に応じた総合的な子育て支援策

と働き方の改革を推進する。

①　子育て家庭を、国、地方公共団体、企業、地域等、社会全体で支援する。

②　すべての子育て家庭を支援し、在宅育児や放課後対策も含め地域の子育て支

援を充実する。

③　仕事と子育ての両立支援の推進や男性を含めた働き方の見直しを図る。

④　出産前後や乳幼児期において、経済的負担の軽減を含め総合的な対策を講ず

苫「女性の再チャレンジ支援プラン」（平成17年12月26日）
諮「新しい少子化対策について」（平成18年6月20日）
37「子ども・子育て応援プラン」（平成16年12月24日）

ー28－



．る。

⑤　子どもの安全確保や出産・子育て期の医療ニーズに対応する体制の強化、特

別な支援を要する子ども及びその家族への支援を拡充する。

（2）社会の意識改革を進めるため、家族・地域の絆を再生する国民運動を展開する。

少子化対策は国の基本にかかわる最重要政策課題であるとの認識の下、関係府省が

連携して諸施策の具体化を図り、推進する。

4．生活におけるリスクへの対処

我が国は地震等の自然災害が発生しやすい脆弱な国土構造を有しており、近年では

台風や集中豪雨の頻発、大雪等により各地で被害が発生しているほか、住宅火災によ

る死者数も増加傾向にある。他方、都市化の進行や高齢化の進展に伴い災害対応力が

低下してレナる。また、国民生活に看過しがたい不安を与えている犯罪や痛ましい事件

が続発しているとともに、企業における倫理観の欠如や安全管理意識の後退を思わせ

るような出来事も相次いでいる。

国民の安全と安心の確保は、政府の最も重要な責務の一つであるとともに、我が国

の経済活性化の基盤である。新たな時代展開の下での役割分担と協力関係を官民挙げ

て構築しつつ、生活における様々なリスクに対処する必要がある。

このため、国民、地域、企業、NPO、ボランティア等と協力しつつ、災害への備

えを実践する国民運動を広く展開しながら、防災・減災対策を戦略的・重点的に進め

る。その際には、国際的な協調・連携を図る。また、犯罪の国際化に対処しつつ、「世

界一安全な国、日本」の復活に向けた治安再生を強力に推進する。加えて、ITの活

用、安全に資する科学技術の総合的な推進、高齢者、障害者郵こ配慮したバリアフリ
ー社会の実現、公共交通の安全対策の徹底及び住まいや食の安全の確保に向けた取組

等を進める。さらに、温暖化防止対策など、持続可能な社会の実現に向けて地球環境

の保全等に取り組む。

（災害対策）

・大規模地震対策の一環として、地域の防災拠点となる学校をはじめとする公共施

設や住宅等の耐震化、密集市街地の整備等を進める。また、従来より取組を進め

てきた大規模地震対策の着実な進捗を図るとともに、特に、首都直下地震につい

て、「首都直下地震対策大綱」38及び「首都直下地震の地震防災戦略」39等に基づき、

中枢機能の継続性の確保及び定量的な減災目標の着実な達成に向けた取組等を推

測「首都直下地震対策大湘」（平成17年9月27日）
⑩「首都直下地震の地震防災戦略」（平成18年4月21日）
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進する。

大規模水害・土砂災害対策、津波・高潮対策、豪雪対策をはじめとした防災対策

を推進する。

衛星による測位・災害監視技術等を活用したハザードマップの作成や防災情報の

迅速な伝達体制の整備、高齢者等の災害時要援護者への避難支援、消防等の災害

対策の強化を進めるとともに、消防団、水防団の充実強化を図る。また、救出救

助、救急医療等に関し、ヘリコプターの活用を含め全国的見地からの体制整備を

図る。

（治安対策、犯罪被害者施策等）

「犯罪に強い社会の実現のための行動計画」40及び「テロの未然防止に関する行動

計画」41等を着実に実施する。

子どもを取り巻く環境の安全を確保し、また子どもを非行から守るため、「犯罪か

ら子どもを守るための対策」42や「子ども安全・安心加速化プラン」43に基づき、

学校や登下校時の安全の確保、通学路等の整備、犯罪を起こしにくい環境の整備、

再犯の防止対策等を進めるとともに、官民連携による地域防犯活動や子どもの健

全な育成に向けた取組を促進する。

テロ、組織犯罪等の資金源を遮断し、その犯罪収益の流通を防止するため、資金

洗浄が疑われる取引に関する情報集約等のための組織の整備、情報届出事業者の

対象業種の拡大等を目指した法律案の次期通常国会への提出等の取組を進める。

国民の誰もが犯罪の被害者等となり得る現実を受け、「犯罪被害者等基本計画」44

に基づき、，被害者等の視点に立った損害回復・経済的支援、精神的・身体的被害

の回復・防止、刑事手続への関与拡充、支援等のための体制整備等に向けた取組

を進める。

国民に身近で頼りがいのある司法を実現するため、日本司法支援センターを中核

とする総合法律支援の実施、裁判員制度の導入、裁判外紛争解決手続の利用の促

進等の司法制度改革に引き続き取り組む。

（国際的な取組、テロ対策等）

グローバル化の進展等に伴い、安全で安心できる国際的に共生した社会の構築に

向けた取組がますます重要となる中、テロの未然防止等を図るため、衛星等を活

用したインテリジェンス機能の強化を含め、情報収集・分析、重要施設・公共交

通機関の警戒警備等を徹底するとともに、国内外における国民保護の体制整備、

亜「犯罪に強い社会の実現のための行動計画」（平成15年12月18日）
41「テロの未然防止に関する行動計画」（平成16年12月10日）
超「犯罪から子どもを守るための対策」（平成17年12月20日）
脇「子ども安全・安心加速化プラン」（平成18年6月20日）

舶「犯罪被害者等基本計画」（平成17年12月27日閣議決定）
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外国人に対する出入国審査時の生体認証技術の活用等を進める。

防衛については、我が国の平和と安全及び国際社会の平和と安定を確保するため、
h

引き続き「平成17年度以降に係る防衛計画の大綱」45等に基づき効率的な体制の

整備に取り組む。

「在日米軍の兵力構成見直し等に関する政府の取組について」46を踏まえ、法制面

及び経費面を含め、再編関連措置を的確かつ迅速に実施するための措置を講ずる

一方、厳しい財政事情の下、政府全体として一層の経費の節減合理化を行う中で、

防衛関係費においても、更に思い切った合理化・効率化を行い、効率的な防衛力

整備に努める。「中期防衛力整備計画」47については、再編関連措置に要する経費

全体の見積もりが明確となり次第、見直すものとする。

（安全性1信樺の再構築）

耐震強度の偽装問題について、建築物の安全性に対する国民の期待と信頼にこた

えるため、建築確認・検査の厳格化等を着実に実施するとともに、偽装問題の再

発を確実に防止できるような制度の在り方を引き続き検討し、建築士制度の見直

し等、結論の得られたものから順次所要の措置を講ずる。

ヒューマンエラー等に起因する事故やトラブルが続発している状況にかんがみ、

鉄道・航空等の公共交通の安全性の向上を図るため、事業者の安全管理体制の確

立、事業運営における安全意識の徹底等、輸送事故の防止対策を強化する。この

ような取組を含め、歩道の整備など人優先の交通安全思想に立った「第8次交通

安全基本計画」48を推進する。その際、ITS49による安全運転支援等の取組を進

める。

国民への食料の安定供給を確保するため、農地・農業用水等の食料供給力の維持・

向上を図る。また、環境保全型農業を推進する。

科学に基づいた食の安全と消費者の信頼の確保に向けて、BSE、鳥インフルエ

ンザへの対策、食品表示基準の見直し等を進める。また、「食育推進基本計画」50に

基づき、「日本型食生活」51の実践など、国民運動として食青を推進する。

新型インフルエンザをはじめとする新たな感染症といった国民の生命・健康を脅

かす事態に対して迅速かつ適切に対応する。

個人情報等の流出防止やサイバー攻撃への対応等のため、政府機関の統一的な対

偵「平成17年度以降に係る防衛計画の大綱」（平成16年12月10日閣議決定）

亜「在日米軍の兵力構成見直し等に関する政府の取組について」（平成18年5月30日間議決定）
47「中期防衛力整備計画（平成17年度～平成21年度）」（平成16年12月10日間議決定）
偲「第8次交通安全基本計画」（平成18年3月14日）
49ITS（IrItelligent TrarLSpOrt Systems）：高度道路交通システム
部「食育推進基本計画」（平成18年3月31日）

51「日本型食生活」：日本の気侯風土に適した米を中心に農産物、畜産物、水産物等多様な副食から構成され、栄養バランスが優れ
た食生活
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策強化や緊急対応能力の強化（GSOC52の稼動）等、官民の情報セキュリティ対

策の体制構築・底上げを重点とした「セキュア・ジャパン2006」53の取組を推進す

る。

国民が金融商品を安心して利用できるような制度の整備・運用に取り組む。

耐震安全性の確保など、原子力の安全に関する取組を進める。

（地球環境の保全t循環型社会の構築）

京都議定書の約束期間開始を2008年に控え、省エネ・新エネ対策、原子力の推進

等による温室効果ガスの排出削減、森林の整備・保全等の森林吸収源対策等の取

組を加速するとともに、京都メカニズムによるクレジットの取得を進め、また、

その適切な管理のための仕組みを平成18年度中に構築する。今後、「京都議定書

目標達成計画」54の実現を図るとともに、長期的な温室効果ガス排出削減に向けた

リーダーシップを発揮する。不法投棄対策を含む循環型社会の構築、違法伐採対

策等に取り組むとともに、「緑の雇用」も活用しつつ、自然環境の保全等により自

然との共生を進める。

環境と経済の両立を図るため、金融面からの環境配慮を進めるとともに、環境技

術の開発、3Rイニシアティブやアジア環境行動パートナーシップ構想による優

れた技術・制度の国際的な普及と標準化等に向けた取組を進める。環境教育や、

クールビズ、「もったいない」の心をいかした国民運動等を推進する。

（大陸棚調査）

海洋政策の推進に当たっては、政府一体となった取組が必要である。大陸棚調査

については、大陸棚の限界に関する情報の提出期限である・2009年に向けて、海域

における調査を引き続き着実に推進するとともに、大陸棚の限界に関する委員会

に提出する情報の作成等に的確に取り組む。

5．豊かな生活に向けた環境整備

・豊かで活力ある社会の形成に向けた人材育成のため、幼稚園・保育所の教育機能

を強化するとともに、幼児教育の将来の無償化について歳入改革にあわせて財源、

制度等の問題を総合的に検討しつつ、当面、就学前教育についての保護者負担の

軽減策を充実するなど幼児教育の振興を図る。

・他者への思いやりや命を大切にする教育及び長期宿泊体験などの体験活動の充実、

52GSOC（G。V。rnmentS。。urityOperationCoordinationteam）：政府横断的な情報収集機能、攻撃等の分析・角神子機能等の事案

対策促進機能

幻「セキュア・ジャパン2006」（平成18年6月15日）

朗「京都議定書目標達成計画」（平成17年4月訪日閣議決定）
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学校、家庭、地域の教育力の強化、不登校等や「キレる」言動への対応、発達障

害を含む障害のある子どもへの教育的支援等の取組を進める。

文化芸術について、経済・地域社会の活性化にも資するよう、学校、地域等にお

いて文化芸術に親しむ環境整備や人材育成、新しい文化芸術の創造、国際文化交

流の推進、文化芸術支援活動の促進、文化財の保存・活用の強化等を図る。

スポーツについても、地域における住民のスポーツ活動拠点の充実などの生涯ス

ポーツ社会の実現や、ナショナルレベルのトレーニング強化拠点の整備・充実な
，l

どの国際競技力の向上を図る。また、学校や地域において子どもが体を動かす機

会を確保・充実する方策に取り組む。

ニートと呼ばれる若者の職業的自立を推進するため、地域の相談体制の充実、学

び直しの機会の提供等により、各人の状況に応じた包括的な支援の強化を図る。
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第5章　平成19年度予算における基本的考え

1．今後の経済動向と当面の経済財政運営の考え方

●

世界経済の着実な回復が続く下、我が国経済は、平成18年度には企業部門、家計

部門ともに改善が続き、平成19年度においては、自律的・持続的な経済成長が実

現すると考えられる。

歳出・歳入一体改革で財政健全化の努力を中長期的に維持・強化していくことを

改革の基本としたこと、また経済成長戦略大綱で人口減少の下でも持続的、安定

的に成長することを目指すとしたことを念頭におき、民間需要・雇用の拡大に力

点を置いて構造改革への取組をより本格的かつ総合的に推進する。

物価安定の下での民間主導の持続的な成長のため、政府・日本銀行は一体となっ

た取組を行う。政府は、構造改革を更に加速・拡大する。日本銀行に対しては、

政府の政策取組や経済の展望と整合的なものとなるよう、市場の動向にも配慮し、

実効性のある金融政策運営に努め、引き続き金融面から確実に経済を支えること

を期待する。

なお、経済情勢によっては、大胆かつ柔軟な政策運営を行う。

2．平成19年度予算の方向

第3章で示した今後5年間に実施すべき歳出改革の内容は、機械的に5年間均等に

歳出削減を行うことを想定したものではない。それぞれの分野が抱える特殊事情や既

に決まっている制度改革時期とも連動させ、また、歳入改革もにらみながら、5年間

の間に必要な対応を行うという性格のものである。

平成19年度予算は、第3章で示した今後5年間の新たな改革に向けた姿勢を問われ

る重要な出発点である。これまで行ってきた改革を後退させるものであるとの誤解を

招くことがあってはならない。

財政健全化に向けて、責任ある新たな第一歩を踏み出したことの象徴となるよう、

概算要求基準についても、従来の改革努力を継続する厳しい基準を設定し、メリハリ

の効いた歳出見直しを行う。財政再建は、避けて通れない課題ではあるものの、短期

的には痛みを伴うものである。「健全で活力ある経済があってこその財政」であるとの

考えの下に、将来に向けた明るい展望を切り拓き、活力ある社会の実現を目指して、

成長戦略大綱の実現や少子化対策等のために予算面において所要の対応を行っていく

ことも重要である。

平成19年度予算は、基礎的財政収支黒字化を確実にする第Ⅱ期改革の最初となる
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重要な予算であり、「第3章　財政健全化への取組」で述べられた考え方を着実に

実行に移す。

また、「行政改革推進法」に基づき、事業の仕分け・見直しを行いつつ、行政のス

リム化・効率化を一層徹底し、総人件費改革や特別会計改革、資産・債務改革等

について、平成19年度予算に適切に反映させる。

「第2章　成長力・競争力を強化する取組」及び「第4章　安全・安心の確保と

柔軟で多様な社会の実現」に述べた取組を推進する。そのため、予算配分の重点

化・効率化を行う。

各府省は予算要求に当たっては、各施策について、成果目標を掲げ、事後評価を

十分行い得る基盤を整備するとともに、その必要性、効率性、有効性等を吟味す

る。また、新規施策の要求に当たっては既存施策の廃止・縮減を行う。

予算全体について、民間活力の活用による効率化に努めるとともに、公共サービ

スの合理化・効率化を織り込み、単価を引き下げ、経費を削減する。義務的な経

費であっても、経費の大胆な節減に取り組む。また、市場化テストを積極的に活

用し、公共サービスの質の維持向上及び経費の削減を図る改革（競争の導入によ

る公共サービスの改革）を進める。

なお、財政投融資については、民業補完の原則の下、対象事業の重点化・効率化

に努める。
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むすぴ

（経済財政に関する政策決定システムの改革）

2001年の経済財政諮問会議の発足以来、総理が議長を務める経済財政諮問会議を中

心に、縦割りではなく、経済財政政策及びそれに関連する政策を、全体として整合性、

一貫性のある形で決定するシステムが強化されてきた。また、経済財政諮問会議にお

いては、有識者議員から民間の経営感覚に基づく政策提言（民間的手法による政府の

効率化や経済活力の強化など）や、経済分析等の客観的な根拠を基礎にした政策提言

が行われ、新たな視点が提供されるとともに、政策決定プロセスが活性化された。経

済財政諮問会議の討議内容については、短期間の内に詳細な議事内容が公表されるな

ど、政策決定の透明性が高められた。

●
（政策決定プロセスの定着）

経済財政政策の運営については、改革に向けた政策決定プロセスが定着してきた。

まず、重要課題を網羅した「基本方針」（骨太の方針）において、改革の方向性を明確

にし、その後、経済財政諮問会議として「予算の全体像」をまとめ、「予算編成の基本

方針」を策定することを通じて、優先順位を明確にした翌年度予算の方向付けが行わ

れている。
1

同時に、中期の経済財政運営の基本方針として「改革と展望」55を策定し、ローリ

ングすることにより、基礎的財政収支の黒字化やデフレからの脱却といった中期目標

を明確にし、土れと整合的な形で短期の経済財政政策が運営されてきた。

こうしたプロセスを経て、歳出改革、税制改革、社会保障制度改革、郵政改革、金

融制度改革、規制改革など各般にわたる構造改革が一貫性をもって推進されている。

また、工程表の作成やPDCAサイクルによる管理等の手法が定着しつつある。

（今後の課題）

今後はこうした成果を維持しつつ、更に改革を強化していく必要がある。

具体的には、歳出・歳入一体改革や経済成長戦略などを総合し、マクロ経済全般の

動向を包含する新たな中期の経済財政運営の基本方針をできるだけ早期に策定する。

また、「基本方針」、「予算の全体像」、「予算編成の基本方針」という政策決定プロセス

を維持・強化する。その際、経済動向の見通しの年央点検など経済運営と財政運営の

整合性を更に強化すること、また、歳出改革と税制改革は一体として議論するなど歳

出と歳入の整合性を強化することが必要である。また、経済財政諮問会議が推進する

改革に関係の深い諸機関との連携を更に強化する。

弱「構造改革と経済財政の中期展望」
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